
有

課所名

所在地

要配慮個人情報が含まれるとき
は、その旨

記録情報の経常的提供先
（記録情報を当該実施機関以外の
者に経常的に提供する場合にはそ
の提供先）

市町村虐待対応事務担当課

開示請求等を受理する
組織の名称及び所在地

福祉政策課

さいたま市浦和区高砂３－１５－１（本庁舎１階）

記録項目
（個人情報ファイルに記録される
項目）

１番号、２年月日、３相談時間、４対応者、５時間帯、【内容・報告】６入
電内容、７被虐待者区分、８その他【被虐待者（虐待されている人）の情
報】、９氏名、１０フリガナ、１１性別、１２年齢、１３居所（市町村）、
１４町名・番地、【虐待者（虐待をしている疑いのある人）の情報】＜養護
者＞１５氏名、１６フリガナ、１７性別、１８続柄、１９居所（市町村）、
２０町名・番地、＜施設等養護者＞２１施設等名称、２２フリガナ、２３氏
名、２４フリガナ、２５所在地（市町村）２６町名・番地、＜虐待者の分類
＞２７虐待区分、２８養護者虐待、２９従事者虐待【相談者（通報・届出
者）の情報】＜相談者（通報・届出者）＞３０匿名希望、３１氏名、３２フ
リガナ、３３性別、３４住所又は所属機関、３５連絡先１、３６連絡先２、
３７連絡先３、３８被虐待者との関係、３９その他、４０関係機関への情報
提供、４１調査協力、４２情報源、４３その他【相談員対応欄】＜処理状況
＞４４処理状況、４５緊急性、４６緊急性ありの場合、４７緊急性なしの場
合、４８機関名、４９担当者名、５０未対応理由、５１虐待の種類、＜所感
＞５２対応状況、５３その他、５４対応終了、５５所在が不明、５６具体的
な相談内容※日中及び夜間の記録項目をまとめて記載したもの。

記録範囲
（本人として個人情報ファイルに
記録される個人の範囲）

埼玉県虐待通報ダイヤルへの通報者、虐待者、被虐待者

記録情報の収集方法
（個人情報ファイルに記録される
個人情報の収集方法）

虐待通報ダイヤル通報者からの聴取、職員による調査

実施機関の名称 知事

個人情報ファイルが利用に供され
る事務をつかさどる組織の名称

福祉政策課

個人情報ファイルの利用目的 埼玉県虐待通報ダイヤルの管理

個人情報ファイル簿

整理番号 2182

個人情報ファイルの名称 埼玉県虐待通報ダイヤル対応記録票



根拠法令

内容

有

課所名

所在地

課所名

所在地

無

備考

記録情報に条例要配慮個人情報が
含まれているときは、その旨

訂正及び利用停止に関
する他の法令の規定に
よる特別の手続等

作成された行政機関等匿名加工情
報に関する提案をすることができ
る期間

―

作成された行政機関等
匿名加工情報に関する
提案を受ける組織の名
称及び所在地

―

―

電子計算機処理に係る個人情報ファイル（電算処理ファイル）又は
マニュアル処理に係る個人情報ファイル（マニュアル処理ファイル）の別

電算処理ファイル

 （電算処理ファイルである場合）

利用目的及び記録範囲がこの個人情報ファイルの利用目的
及び記録範囲の範囲内であるマニュアル処理ファイルの有無

行政機関等匿名加工情報の提案の
募集をする個人情報ファイルであ
る旨

該当

行政機関等匿名加工情
報の提案を受ける組織
の名称及び所在地

福祉政策課

さいたま市浦和区高砂３－１５－１（本庁舎１階）

行政機関等匿名加工情報の概要 ―



無

課所名

所在地

個人情報ファイル簿

整理番号 2288

個人情報ファイルの名称 埼玉県思いやり駐車場制度利用証交付者台帳

実施機関の名称 知事

個人情報ファイルが利用に供され
る事務をつかさどる組織の名称

福祉政策課

個人情報ファイルの利用目的 埼玉県思いやり駐車場制度の利用証の交付

記録項目
（個人情報ファイルに記録される
項目）

１申請日、２郵便番号、３住所、４氏名、５生年月日、６電話番
号、７歩行困難の状況、８該当する交付基準、９車椅子の使用状況

記録範囲
（本人として個人情報ファイルに
記録される個人の範囲）

利用証交付者

記録情報の収集方法
（個人情報ファイルに記録される
個人情報の収集方法）

本人提出の埼玉県思いやり駐車場制度利用証交付申請書

要配慮個人情報が含まれるとき
は、その旨

記録情報の経常的提供先
（記録情報を当該実施機関以外の
者に経常的に提供する場合にはそ
の提供先）

なし

開示請求等を受理する
組織の名称及び所在地

福祉政策課

さいたま市浦和区高砂３－１５－１（本庁舎１階）



根拠法令

内容

無

課所名

所在地

課所名

所在地

無

該当

行政機関等匿名加工情
報の提案を受ける組織
の名称及び所在地

福祉政策課

さいたま市浦和区高砂３－１５－１（本庁舎１階）

行政機関等匿名加工情報の概要 ―

備考

記録情報に条例要配慮個人情報が
含まれているときは、その旨

訂正及び利用停止に関
する他の法令の規定に
よる特別の手続等

作成された行政機関等匿名加工情
報に関する提案をすることができ
る期間

―

作成された行政機関等
匿名加工情報に関する
提案を受ける組織の名
称及び所在地

―

―

電子計算機処理に係る個人情報ファイル（電算処理ファイル）又は
マニュアル処理に係る個人情報ファイル（マニュアル処理ファイル）の別

電算処理ファイル

 （電算処理ファイルである場合）

利用目的及び記録範囲がこの個人情報ファイルの利用目的
及び記録範囲の範囲内であるマニュアル処理ファイルの有無

行政機関等匿名加工情報の提案の
募集をする個人情報ファイルであ
る旨


